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個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会 

開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

労働者の健康障害を防止するため、労働安全衛生法第 65 条及び第 65 条の

２の規定に基づき、作業環境中の有害な化学物質や粉じんの濃度の測定及び

その結果の評価が行われている。 

現行の作業環境測定は、単位作業場ごとに等間隔で測定点を設定する等に

より測定する、いわゆる「場の測定」（A 測定及び B 測定）により行われてい

る。測定結果に基づき、作業環境の評価が行われており、通常、適切に評価

されているが、気中への発散の変動が大きいときや、作業者の移動が大きく

場の測定のデザインが困難なときなどでは、適切な作業環境の評価とならな

い場合がある。 

「職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会報告書」（平成

22年 7月）において、「個人サンプラーによる測定について、当面は、A 測定

及び B 測定による測定では的確な評価が困難と思われる一部の作業を対象に、

A 測定及び B 測定に代わる測定として導入することについて検討する必要が

ある」と提言されており、近年、個人サンプラー測定の技術が進歩するとと

もに、測定のデザインと結果の各種評価方法についてもコンセンサスが得ら

れつつあることを踏まえ、最新の知見と化学物質管理の動向を踏まえた検討

を行う必要がある。 

また、作業環境管理の徹底により、評価結果が良好な事業場が増加してい

る中、このような事業場については、特殊健康診断結果等を踏まえつつ、測

定頻度を低減させる等、より合理的な作業環境管理の導入が求められている。 

このようなことから、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の下に有識者の

参集を求め、より適切な作業環境測定による合理的な作業環境管理が可能と

なるよう必要な事項について検討を行う。 

 

２ 検討事項 

（１）作業環境測定における個人サンプラーによる測定の導入について 

（２）測定結果が良好な場合の合理的な作業環境管理のあり方について 

（３）測定を行う者に必要な知識・資格と養成について 

（４）その他 

 

３ 構成等 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の参集者の参

集を求めて開催する。 

（２）本検討会に座長を置き、座長は議事を整理する。 

（３）本検討会においては、必要に応じ、参集者以外の学識経験者、実務経験

者等に出席を求めることがある。 
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（４）安全衛生部長は、必要に応じて、別紙の参集者以外の者を新たに参集者

として指名することができる。その場合、座長の承認を要する。 

（５）本検討会の参集者等は、本検討会において知ることのできた秘密を漏ら

してはならないものとし、検討会終了後も同様とする。 

 

４ その他 

（１）本検討会は、原則として公開するものとする。ただし、個人情報、個別

企業等に係る事案を取り扱うときは非公開とする。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環

境改善室において行う。 
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